
第6次流山市障害者計画及び第6期流山市障害福祉計画、
第2期流山市障害児福祉計画に対する質疑・意見について
（令和２年度第３回流山市福祉施策審議会終了後）

No. 意見者
該当
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該当
ページ

当該箇所 提案・意見等 対応

3-1 牧委員 2-1 8 ２　公共施設等の
バリアフリー化の
促進

・「公共施設などのバリアフリー化の
推進について
消防署のほかに、市役所（バス停な
どから３方向坂道である；グリーンバ
ス経由、エレベーター設置）流山警
察署（工事改修中ですがエレベー
ター新設しないという噂あり）公民
館・福祉会館の総点検をして頂きた
い。

公共施設のバリアフリー化の部分については、管理者
がすでに把握しており、予算と施設の管理・維持等の
計画の中で対応していく予定です。バリアフリー化が困
難な箇所につては、合理的配慮にて対応を考えており
ます。

3-2 牧委員 2-1 16 ２　権利擁護の推
進

・「成年後見制度とは」について
この制度は、「市民」「法定」とありま
すが、どちらか両方か、正確に記述
してください。

判断能力が低下した方の財産保護や身上監護を行う
ことを目的としているため、「市民」又は「法定」につい
ては、厳密に区別を考えておりません。その方の状況
に応じて、手段を選択してまいります。

3-3 濱田委員 2-1,2-2 全般 全般 ・「障害者」の表記についてです。
昨今、都道府県や市長村単位であ
りますが「障害者」の表記を「障がい
者」と「害」を「がい」と表記するところ
がありますが流山市ではそういった
話は出たいないのでしょうか？（野
田市は平成29年から表記を変えて
います）
そもそも「害」は「碍」とされていたと
ころに「碍」が常用漢字でなくなった
ために便宜上読みが同じ「害」という
字を当てはめたらしいです。「害」と
いう言葉はマイナスをイメージしてし
まうと思います。
単なる言葉遊びと思われる方もいる
かもしれませんが、障がいを持って
おられる方々に対し私たちが配慮す
る姿勢を示すのも合理的配慮では
ないかと思います。

障害者団体の皆様からいただいだ意見としては漢字と
平仮名のどちらでもよく、市民の人たちに障害者障害
者を理解してほしいとのことでした。市としても法律に
合わせ漢字表記としたいと考えています。

3-4 濱田委員 2-1,2-2 全般 全般 ・高齢者支援計画と比べ障がい者
の計画は読みにくいと思います。高
齢者支援計画は字をマルゴシックで
書かれ、図や絵なども挿入されてい
ます。一方、障がい者の計画は字と
数字だけで「誰が見るのか」と思い
ました。
もしかしたら、そもそも国が制度など
の周知等に力を入れていないせい
もあるのかとも思いますが、障がい
者の方の計画こそ誰が見てもわか
りやすくする必要があるのではない
でしょうか。その結果が「障害者差
別解消法」の認知度が低い証左で
はないかと思います。

市民の皆様の必要な情報に絞り内容を充実させたもの
です。

3-5 山田委員 2-2 3 （４）地域共生社会
の実現に向けた取
組

・1行目について
第６期？

誤字のため修正します。

3-6 山田委員 2-2 3 （４）地域共生社会
の実現に向けた取
組

・中段「地域共生社会の実現に向け
た社会づくりを推進します」とか、ま
た、「縦割りを超えた柔軟なサービ
スの確保に取り組む・・」について
「高齢者支援計画」同様積極的発言
でその通りで同感ですが、高齢者支
援計画では、第4期地域福祉計画の
策定においてその実現に向けた分
野横断的方向性を検討していくと記
載されている。
当計画にはこの点は記述されてい
ないが、上位計画である「地域福祉
計画」との関連を記述した方が「高
齢者支援計画」との統一調和が取
れるのではと思いますが。

地域福祉計画との関連について記載するか検討しま
す。
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